
資料－１

長良川河口堰ゲート開閉装置に関する検討会

設 立 趣 意 書

長良川河口堰は、平成７年７月の本格運用開始以降、塩水の遡上を防止する操作や洪水

を安全に流下させる操作などを適正に行っているところであるが、平成２０年６月２９日

の出水において河川流量が８００ｍ /sを超えたため、施設管理規程に基づく洪水時の全3

開操作を行ったところ、１０門の調節ゲート（径間45ｍ）のうち７号ゲートに不具合が発

生しこれが急停止する事態に陥った。この不具合の原因については、調節ゲート開閉用動

力装置の故障であることが判明した。

このため、調節ゲート開閉用動力装置の故障原因を究明し今後の再発防止に向けた対応

策について指導・助言を得ることを目的として、関連する専門分野の学識経験者などで構

成する検討会を設立するものである。



長良川河口堰ゲート開閉装置に関する検討会規約

（名称）

第１条 本会は 「長良川河口堰ゲート開閉装置に関する検討会 （以下 「検討会」とい、 」 、

う ）と称する。。

（目的）

第２条 検討会は、平成２０年６月２９日にあった調節ゲート７号の開閉用動力装置の

故障原因を究明し、今後の再発防止に向けた対応策について指導・助言を行う。

（構成）

第３条 検討会の委員は、別紙の学識経験者、関係行政機関の職員とし、独立行政法人水

資源機構中部支社長が委嘱する。

２ 委員の互選によって座長を置き、座長は会務を総理するとともに検討会の開催に

あたって委員を招集する。

、 。３ 座長に事故があるときは 座長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する

４ 座長は、検討会の目的を遂行するために必要と認めた場合は、検討会に委員以外

の者の出席を求めることができる。

（情報公開）

。 、 。第４条 検討会は原則公開とする ただし 検討会の決議による場合はこの限りではない

（事務局）

第５条 検討会の事務局は、独立行政法人水資源機構中部支社に置く。

（その他）

第６条 この規約に定めるもののほか、検討会の運営に際して必要な事項は、座長が検討

会に諮って定める。

附 則

この規約は、平成２０年９月２４日から施行する。



＜別紙＞

長良川河口堰ゲート開閉装置に関する検討会

委 員 名 簿

委 員 京都大学名誉教授 中川 博次
な か が わ ひ ろじ

委 員 京都大学名誉教授 柴田 俊忍
しば た としのぶ

委 員 国土交通省中部地方整備局 河川部 広域水管理官 山内 博
やまうち ひろし

委 員 国土交通省中部地方整備局 河川部 河川管理課長 井口 泰行
い ぐち やすゆき

委 員 国土交通省中部地方整備局 企画部 施工企画課長 増 竜郎
ます たつろう

委 員 国土交通省中部地方整備局 木曽川下流河川事務所長 浅野 和広
あ さ の かずひろ




